
Ｈ１７．７．２８東京地方裁判所平成１５年（ワ）第１７３２６号損害賠償請求事
件

　
主文
　　　原告の請求を棄却する。
　　　訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第１　当事者の求めた裁判
　１　請求の趣旨
　　（１）　被告は，原告に対し，１億２７８４万６４７７円及びこれに対する平
成１２年９月１日から支払済みまで年５分の割合による金員を支払え。
　　（２）　訴訟費用は被告の負担とする。
　　（３）　仮執行宣言
　２　請求の趣旨に対する答弁
　　（１）　原告の請求を棄却する。
　　（２）　訴訟費用は原告の負担とする。
　　（３）　仮執行免脱宣言
第２　事案の概要
　　　本件は，原告（昭和２６年１月８日生まれ，男性）が，被告の開設するＡ大
学医学部附属Ｂ病院（以下「被告病院」という。）において，左篩骨洞から左眼窩
内に進展した占拠性病変（粘膜嚢腫）を摘出するための開頭手術（以下「本件手
術」という。）を受けたところ，本件手術後に両眼に視力障害（以下「本件後遺障
害」という。）が現れたことについて，その原因は，被告病院の担当医師らが，本
件手術において，翻転した頭皮弁で原告の両眼球を圧迫したことにあるなどと主張
して，被告に対し，不法行為（使用者責任）又は診療契約の債務不履行に基づき，
逸失利益等の損害賠償を請求する事案である。
　１　前提事実－原告の診療経過（証拠を掲げない事実は，当事者間に争いがな
い。）
　　（１）　原告は，平成１１年９月ころ，左眼に痛みや見えにくさを感じたこと
から，同月２４日から同年１０月１５日までの間，４回にわたって被告病院眼科を
受診し，各種検査を受けるなどしたが，その原因は判明しなかった。
　　（２）　その後，原告は，平成１２年５月ころ，左眼に曇りを感じたことか
ら，同月２日，被告病院眼科を再び受診し，頭部ＣＴ検査を受けた。そして，原告
の頭部ＣＴ画像は，被告病院脳神経外科のＣ医師（以下「Ｃ医師」という。）によ
って読影され，原告の左篩骨洞から左眼窩内壁にかけて占拠性病変があり，これが
視神経を圧迫しているものと診断された（乙Ａ１・１０８頁，１２２頁，Ａ２・１
７頁，Ｂ１）。
　　　　　　そこで，原告は，被告との間で，この占拠性病変の治療についての診
療契約を締結し，同月８日に被告病院脳神経外科に入院し，同月１７日に本件手術
を受けた。
　　　　　　被告病院における原告のその余の診療経過は，別紙「診療経過一覧
表」記載のとおりである（当事者の主張の相違する部分を除き，争いがない。）。
　　（３）　なお，原告の視力は，本件手術前の平成１２年５月１２日には，右眼
の矯正視力が１．５，左眼の矯正視力が１．２と測定されていたが，本件手術後の
平成１６年６月１日には，右眼の裸眼視力が３０センチメートル手動弁（眼前３０
センチメートルの距離にある手の動きを弁別できる程度の視力），左眼の裸眼視力
が０．０３，左眼の矯正視力が０．０６と測定されている（本件後遺障害）。
　２　争点
　　（１）　被告病院の担当医師らが，本件手術の際，翻転した頭皮弁で両眼球を
圧迫しないように注意すべきであったにもかかわらず，これを怠ったため，原告に
本件後遺障害が生じたか否か
　　　（原告の主張）
　　　ア　本件後遺障害は，被告病院の担当医師らが，本件手術において，翻転し
た頭皮弁で原告の両眼球を圧迫しないようにすべき注意義務を負っていたにもかか
わらず，これを果たさなかったために生じたものである。
　　　　（ア）　本件手術において，被告病院の担当医師らが，原告の頭皮弁を翻
転させて開頭を行ったところ，原告の両眼球は翻転された頭皮弁によって圧迫され



続け，このため，原告の両眼窩内は虚血状態に陥った。その後，圧迫が解除される
と，原告の両眼窩内の軟部組織に腫脹が生じて，眼窩先端部症候群（動眼神経，滑
車神経，外転神経，視神経などに障害が生じて，眼球運動障害，視力障害などを示
す症候群）が引き起こされ，原告の右眼は，完全な網膜中心動脈閉塞に陥り，左眼
は，右眼よりは軽度の網膜中心動脈閉塞に陥った。その結果，原告に本件後遺障害
が生じたのである。
　　　　（イ）　文献上も，「長時間の圧迫による眼窩内虚血は，圧迫が解除され
た後に眼窩内軟部組織の腫脹を招き，また眼窩内の血流うっ帯は二次的に海綿静脈
洞血栓症等の眼窩ｄｒａｉｎｉｎｇ　ｖｅｉｎ（流出静脈）の血栓形成をきたしう
る」のであり，「その結果，眼窩内圧は術後圧迫が解除された後も上昇し，眼窩先
端部を通過する神経，動静脈群を絞扼して眼窩先端症候群を呈し，また網脈絡膜の
循環障害を生じたものと考え」られる事例が紹介されている（甲Ｂ５）。
　　　　　　本件においても，同様の機序により，眼窩先端部症候群，網膜中心動
脈閉塞が発生したものというべきである。
　　　イ　被告は，本件後遺障害には，他の原因があった可能性も否定できないと
主張するが，本件後遺障害の原因としては，翻転された頭皮弁による両眼球の圧迫
による可能性が最も高いというべきである。
　　　　（ア）　術前の視力低下について
　　　　　　　　被告は，本件手術直後において，原告の左眼の視力が改善しなか
ったという結果から考えると，左篩骨洞から左眼窩内壁の占拠性病変のほかに何ら
かの疾患があったなどと主張するが，これは原因不明に持ち込むための詭弁といわ
ざるを得ない。
　　　　　　　　原告の左眼の視力は，本件手術によって改善していたはずである
が，本件手術後に眼窩先端部症候群を発症したり，網膜中心動脈閉塞に陥ったりし
たために，視力改善を確認することができなかったに過ぎない。
　　　　　　　　仮に，本件手術前から，左篩骨洞から左眼窩内壁の占拠性病変の
ほかに何らかの疾患があったというのであれば，右眼にも症状が現れていて然るべ
きであるが，原告が本件手術前に視力低下を訴えていたのは，左眼のみである。
　　　　（イ）　糖尿病，高血圧について
　　　　　　　　被告は，原告の糖尿病，高血圧症が網膜中心動脈の血栓症の原因
になった可能性があると主張するが，両方の網膜中心動脈に同時に血栓症が起こる
可能性は極めて低いというべきであって，原告の糖尿病，高血圧症が本件後遺障害
を引き起こしたとは考えられない。
　　　　（ウ）　占拠性病変，炎症について
　　　　　　　　被告は，本件手術の術野の外において，左篩骨洞内の占拠性病変
や炎症が拡大した可能性があると主張するが，本件手術において占拠性病変は摘出
されているはずであるし，炎症についても抗生物質の投与によって抑えられている
はずである。
　　　（被告の主張）
　　　　原告の主張は争う。
　　　　原告は，本件後遺障害の原因を頭皮弁による両眼球の圧迫にあると主張す
るが，本件後遺障害の原因は不明であるというほかない。
　　　ア　まず，頭皮弁による眼球の圧迫という事実自体がない。
　　　　　本件手術では，原告は，仰臥位で，下顎部が水平より低くなるように頭
部を固定されていたところ，翻転された頭皮弁は，釣針様の器具によって，顔上へ
牽引されたが，この釣針様の器具は，弾力性のあるゴムによって術野周囲を覆う清
潔覆布に固定されていた。
　　　　　このような状況下では，翻転された頭皮弁によって，両眼球に対して何
らの力も作用しないとまではいえないが，視力障害が生じるほどの力が作用すると
は考えられず，したがって，頭皮弁によって両眼球が圧迫されるという事態は生じ
得なかったというべきである。
　　　イ　また，本件後遺障害には，他の原因があった可能性も否定できない。
　　　　（ア）　術前の視力低下について
　　　　　　　　原告には，従前から左眼の視力低下が繰り返されていたところ，
本件手術直後において，左眼の視力が改善しなかったという結果から考えると，左
篩骨洞から左眼窩内壁にかけての占拠性病変のほかにも，何らかの疾患（現在にお
いても，眼科的症状の原因がすべて解明されているわけではないため，どのような
疾患であるかは特定できない。）があった疑いは否定できない。



　　　　（イ）　糖尿病，高血圧について
　　　　　　　　原告は，糖尿病，高血圧症を患っていたが，これらは網膜中心動
脈の血栓症の原因になり得る疾患であり，本件後遺障害が糖尿病，高血圧症によっ
て引き起こされた可能性は否定できない。
　　　　（ウ）　占拠性病変，炎症について
　　　　　　　　本件手術においては，原告の左眼窩内の占拠性病変は摘出できた
が，左篩骨洞内の占拠性病変については，全部は摘出できなかった。
　　　　　　　　また，本件手術においては，原告の左篩骨洞から左眼窩上内側壁
の骨が菲薄化して動くようになっていることが確認されたが，これはそのまま残し
てある。
　　　　　　　　このような状況下においては，骨を動かすなどした手術操作によ
って，左篩骨洞内の占拠性病変や炎症が術野の外に拡大した可能性も否定はできな
い。
　　　ウ　なお，仮に両眼球に対する何らかの圧迫が本件後遺障害の原因であると
しても，本件手術には開頭による占拠性病変の摘出の方法として何ら逸脱した点は
なく，本件後遺障害は本件手術の不可避的な合併症であるというほかない。
　　（２）　損害
　　　　（原告の主張）
　　　ア　治療費
　　　　（ア）　治療費　　　　　　　　　　　　　　　　　２万８７５０円
　　　　（イ）　薬代　　　　　　　　　　　　　　　　　　１万８４２０円
　　　イ　付添看護費
　　　　（ア）　入院付添費（平成１２年５月１７日から同年９月１日まで）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７０万２０００円
　　　　　　　（日額６５００円×１０８日＝７０万２０００円）
　　　　（イ）　在宅付添費（平成１２年９月２日から平成１５年２月２５日ま　
　　　　　　　で）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５８９万５５００円
　　　　　　（日額６５００円×９０７日＝５８９万５５００円）
　　　ウ　入院雑費　　　　　　　　　　　　　　　　　　１６万２０００円
　　　　　（日額１５００円×１０８日＝１６万２０００円）
　　　エ　通院交通費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５１００円
　　　オ　休業損害　　　　　　　　　　　　　　　　　２７３万８２３２円
　　　　　（日額２万５３５４円×１０８日＝２７３万８２３２円）
　　　カ　後遺症逸失利益　　　　　　　　　　　　　７１１３万２２７１円
　　　　　（原告は，本件手術時には満４９歳であり，年間６０８万４８８２円の
収入を得ていたところ，本件手術によって労働能力を１００パーセント喪失した
が，原告が６７歳まで稼働した場合の逸失利益は，６０８万４８８２円×１．００
×１１．６９＝７１１３万２２７１円となる。）
　　　キ　慰謝料
　　　　（ア）　入通院慰謝料　　　　　　　　　　　　４１４万００００円
　　　　（イ）　後遺症慰謝料　　　　　　　　　　　３０００万００００円
　　　ク　弁護士費用　　　　　　　　　　　　　　　１３０２万４２０５円
　　　ケ　よって，原告は，被告に対し，不法行為（使用者責任）又は診療契約の
債務不履行に基づき，１億２７８４万６４７７円及びこれに対する本件後遺障害の
症状固定日である平成１２年９月１日から支払済みまで民法所定の年５分の割合に
よる金員の支払を求める。
　　　（被告の主張）
　　　　原告の主張は争う。
第３　判断
　１　争点（１）（被告病院の担当医師らが，本件手術の際，翻転した頭皮弁で両
眼球を圧迫しないように注意すべきであったにもかかわらず，これを怠ったため，
原告に本件後遺障害が生じたか否か）について
　　（１）　認定事実
　　　　　前記前提事実，証拠（各認定事実の後に掲げる。）及び弁論の全趣旨に
よれば，被告病院における原告の診療経過に関して，以下の各事実が認められる。
　　　ア　原告は，平成１１年９月ころ，左眼に痛みや見えにくさを感じたことか
ら，同月２４日から同年１０月１５日までの間，４回にわたって被告病院眼科を受



診し，各種検査を受けるなどしたが，その原因は判明しなかった（前記前提事
実）。
　　　　　なお，原告は，同年１０月１５日の視力検査では，右眼の裸眼視力が
０．３，右眼の矯正視力が１．５，左眼の裸眼視力が０．２，左眼の矯正視力が
１．０と測定されていた（乙Ａ１・８頁，９頁）。
　　　イ　その後，原告は，平成１２年５月ころ，左眼に曇りを感じたことから，
同月２日，被告病院眼科を再び受診した（前記前提事実）（以下，年月日につい
て，特に年を示さない場合は，すべて平成１２年である。）。
　　　　　原告は，被告病院眼科において，頭部ＣＴ検査を受けるなどしたとこ
ろ，左篩骨洞嚢胞による鼻性視神経症が疑われたことから，被告病院耳鼻咽喉科へ
紹介された（前記前提事実，乙Ａ１・１５頁，１０７頁）。そして，被告病院耳鼻
咽喉科では，原告の前頭骨には１３歳のころに負った頭部外傷による骨欠損がある
ため，脳神経外科での診察が必要であると判断され，原告は被告病院脳神経外科へ
紹介された（乙Ａ１・１０８頁，１０９頁，１２２頁）。被告病院脳神経外科で
は，原告の頭部ＣＴ画像がＣ医師によって読影され，原告の左篩骨洞から左眼窩内
壁にかけて占拠性病変があり，これが視神経を圧迫しているものと診断された（前
記前提事実）。
　　　　　そこで，原告は，被告との間で，この占拠性病変の治療についての診療
契約を締結し，精査加療を目的として被告病院脳神経外科に入院することとした
（前記前提事実）。
　　　　　なお，原告は，同日の視力検査では，右眼の矯正視力が１．５，左眼の
裸眼視力が０．１，左眼の矯正視力が０．４と測定された（乙Ａ１・８頁，９
頁）。
　　　ウ　原告は，５月８日に被告病院脳神経外科に入院した（前記前提事実）。
　　　　　被告病院脳神経外科入院時における原告の既往歴としては，１３歳のこ
ろに負った頭部外傷のほか，４年前からの高血圧症が確認された（乙Ａ２・５頁，
７頁）。
　　　エ　５月１２日，原告は，被告病院眼科において診察を受け，右眼の矯正視
力が１．５，左眼の矯正視力が１．２，眼底所見については，黄斑部，視神経乳頭
ともに正常，眼球突出度については，右眼が１０ミリメートル，左眼が１４ミリメ
ートルと診断された（乙Ａ１・１２頁，１３頁，Ａ２・９４頁）。
　　　オ　５月１６日，Ｃ医師から，原告及び原告の内縁の妻であるＤに対して，
左眼窩上壁を除去して，左篩骨洞から左眼窩内壁にかけての占拠性病変を剔出し，
さらに，欠損している前頭骨を形成する手術（本件手術）を実施することが説明さ
れ，原告及びＤは，これを承諾した（甲Ｂ８，Ｂ９，乙Ａ２・２０頁，３６頁，９
２頁，証人Ｄ，原告本人）。
　　　カ　５月１７日，原告に対して，Ｅ医師（術者），Ｃ医師（第１助手），Ｆ
医師（第２助手）らの執刀により，本件手術が実施された（前記前提事実，乙Ａ
２・８３頁，８４頁）。
　　　　（ア）　本件手術は，原告に対して全身麻酔が施された後，午後２時１５
分に開始された（乙Ａ２・８３頁，８４頁，９０頁）。
　　　　（イ）　まず，仰臥位で，下顎部が水平より低くなるように頭部を三点で
固定された原告の前頭部の頭皮に，左側頭部から右側頭部にかけて冠状切開が入れ
られた（乙Ａ２・８３頁，８４頁，Ｂ１，証人Ｃ）。そして，原告の頭皮は，切開
部から眼窩上縁まで剥離されて，眼窩上縁で薄いガーゼを挟み込むように折り曲げ
られ，釣針様の器具によって顔上に向けて翻転された（乙Ａ２・８３頁，８４頁，
Ｂ１）。この釣針様の器具は，弾力性のあるゴムによって，術野周囲を覆う清潔覆
布に固定され，これにより，原告の頭皮弁は，翻転された状態が維持されるように
なった（乙Ａ２・８３頁，８４頁，Ｂ１，鑑定人Ｇ）。
　　　　（ウ）　その上で，原告の頭皮の下に現れた前頭骨の骨欠損部位を取り囲
むように開頭が施されたところ，占拠性病変によって左眼窩上壁の一部が欠損して
いることが認められた（乙Ａ２・８３頁，８４頁）。続いて，左眼窩上壁が剥離摘
除され，ナビゲータ（手術用顕微鏡）を用いながら，あらわとなった占拠性病変が
摘出された（乙Ａ２・８３頁，８４頁，Ａ３の２，証人Ｃ）。この際，原告の左篩
骨洞から左眼窩上内側壁の骨が菲薄化して動くようになっていることが確認された
が，特にこれに対する処置はとられなかった（乙Ａ３の２，Ｂ１，証人Ｃ）。
　　　　（エ）　その後，人工骨によって前頭骨の骨欠損部位の形成が行われ，午
後６時１０分に本件手術は終了した（乙Ａ２・８３頁から８６頁まで）。



　　　キ　本件手術後，原告から右眼の失明を疑わせる訴えがあったことから，５
月１８日，被告病院眼科に原告の診察が依頼された（乙Ａ１・１６頁，Ａ２・２１
頁，９５頁）。そして，原告は，同日，被告病院眼科において診察を受け，右眼の
視力が光覚弁（瞳孔に光を入れた場合に明暗が弁別できる程度の視力）なし，左眼
の矯正視力が３０センチメートル指数弁（眼前３０センチメートルの距離にある手
指の数を弁別できる程度の視力）と測定されたほか，右眼の眼球運動について全方
向制限，左眼の眼球運動について内転低下気味，右眼の瞳孔について直径４ミリメ
ートル程度での固定，右眼の眼底における全体的な虚血，左眼の眼底における黄斑
部，視神経乳頭正常などの診断をされた（乙Ａ１・１４頁）。
　　　ク　５月１９日午前９時，原告は，被告病院眼科において診察を受け，右眼
における眼瞼下垂，眼瞼腫脹，眼底でのチェリー・レッド・スポットの発生，左眼
における黄斑部から強膜にかけての腫脹の発生などの診断をされた（乙Ａ１・１７
頁）。
　　　　　さらに，原告は，同日午後２時２０分にも，被告病院眼科において診察
を受け，右眼における全眼筋の麻痺，眼瞼部の浮腫，眼球運動不能，散瞳，左眼に
おける眼球運動正常，視神経乳頭正常などの診断をされた（乙Ａ１・１７頁）。
　　　ケ　５月２０日，原告から摘出された占拠性病変について，炎症性の肉芽の
ある粘液嚢腫であったとの病理組織検査結果が報告された（乙Ａ２・１１９頁）。
　　　コ　５月２２日，原告は，被告病院眼科において診察を受け，右眼の眼瞼下
垂が改善するとともに，眼球の若干の外転運動が可能となったことなどが診断され
た（乙Ａ１・１８頁）。
　　　サ　５月２３日，原告は，被告病院眼科において診察を受け，右眼の視力が
光覚弁なし，左眼の裸眼視力が０．０４，左眼の矯正視力が０．１５と測定された
ほか，瞳孔不同，右眼における網膜中心動脈閉塞症，眼瞼下垂の治癒，左眼におけ
る眼底所見正常などの診断をされた（乙Ａ１・１８頁，１９頁）。
　　　シ　５月２５日，原告は，被告病院眼科において視力検査を受け，右眼の視
力が光覚弁あり，左眼の裸眼視力が０．０５，左眼の矯正視力が０．２と測定され
た（乙Ａ１・２０頁，２１頁）。
　　　ス　５月２６日，原告は，被告病院眼科において診察を受け，右眼の視力が
眼前手動弁，左眼の裸眼視力が０．０８，左眼の矯正視力が０．１５と測定された
ほか，右眼の眼底におけるチェリー・レッド・スポット，左眼の眼底における視神
経乳頭の蒼白の疑いなどが診断された（乙Ａ１・２３頁）。
　　　セ　５月３０日，原告は，被告病院眼科において診察を受け，右眼の裸眼視
力が０．０１（矯正不能），左眼の裸眼視力が０．０７，左眼の矯正視力が０．２
と測定されたほか，右眼の眼球が上下左右に少しずつ動くようになったこと，右眼
の眼底における視神経乳頭の蒼白，左眼の眼底における視神経乳頭のやや蒼白，１
ミリメートル差の瞳孔不同などが診断された（乙Ａ１・２３頁）。
　　　ソ　原告は，被告病院脳神経外科に入院中，継続的に糖尿が認められていた
ことから，６月８日，内科に紹介され，同月１２日には，糖尿病，高脂血症との診
断を受けた（乙Ａ１・１３８頁，Ａ２・２６頁，９７頁）。
　　　タ　原告は，継続的に被告病院眼科において診察を受け，７月２１日には，
眼球運動が正常範囲内と診断されるなどし，８月１１日には，視力検査によって，
右眼の裸眼視力が０．０１（矯正不能），左眼の矯正視力が０．１５と測定される
などした後，同年９月１日，被告病院脳神経外科を退院した（乙Ａ１・２６頁から
３７頁まで，乙Ａ２・３５頁）。
　　　チ　その後も，原告は，平成１５年９月５日までの間，継続的に被告病院に
通院して，眼科及び脳神経外科において診察を受けた（乙Ａ１・３７頁から５９頁
まで，１１１頁から１２０頁まで）。
　　　ツ　平成１６年６月１日，原告が，医療法人ＨのＩ医師による診察を受けた
ところ，右眼の裸眼視力が３０センチメートル手動弁，左眼の裸眼視力が０．０
３，左眼の矯正視力が０．０６と測定されたほか，右眼の眼底における視神経乳頭
の蒼白などが診断された（前記前提事実，甲Ａ３）。
　　（２）　本件後遺障害の原因について
　　　　　　原告は，被告病院の担当医師らが，本件手術の際に，翻転した頭皮弁
で眼球を圧迫しないように注意すべきであったにもかかわらず，これを怠ったた
め，原告に本件後遺障害が生じたと主張するので，まず，本件後遺障害の原因が翻
転された頭皮弁による眼球の圧迫にあるといえるのかどうかを検討する。
　　　ア　本件後遺障害と本件手術との関連性について



　　　　　本件後遺障害が本件手術に起因するものとは認められない場合には，そ
の余の点を論ずるまでもなく，原告の主張には理由がないことになるので，まず，
本件後遺障害が本件手術に起因するものといえるのかどうかを検討する。
　　　　　原告は，本件手術前の５月１２日には，右眼の矯正視力が１．５，左眼
の矯正視力が１．２と測定され，また，眼底所見については，黄斑部，視神経乳頭
ともに正常と診断されていたところ，本件手術の翌日である５月１８日には，右眼
の視力は光覚弁すら測定されず，左眼は矯正視力が３０センチメートル指数弁と測
定され，さらに両眼について眼球運動障害が認められるという状態に陥り，その後
も，若干の改善はみられるものの，重篤な視力障害（本件後遺障害）を負い続けて
いる（前記認定事実）のであり，原告の両眼の状態は，明らかに本件手術を境に急
激に悪化したものといえる。
　　　　　このような時間的経過（とりわけ右眼については，本件手術前には特に
異常は認められていなかったにもかかわらず，本件手術後には重篤な視力障害や眼
球運動障害が生じている。）に照らすと，本件手術と本件後遺障害との間に何らの
因果関係も存在しないとは考え難いのであって，本件後遺障害は本件手術に起因す
るものと推認するのが相当である（鑑定人Ｇ，同Ｊ，同Ｋ）。
　　　イ　本件後遺障害発生の機序について
　　　　（ア）　もっとも，本件後遺障害が本件手術に起因するものであったとし
ても，本件手術は，原告の左篩骨洞から左眼窩内壁に存在した占拠性病変を摘出す
るためのものであって，専ら左眼を対象としていたこと（前記認定事実）からする
と，本件後遺障害が，右眼と左眼とで異なる機序によって引き起こされた可能性も
考えられなくはない（鑑定人Ｊ，同Ｌ）。
　　　　　　　　しかし，程度の差こそあれ，右眼，左眼ともに，視力障害や眼球
運動障害を生じ（右眼にはより重篤な障害が生じている。），視神経乳頭蒼白等の
症状を呈するなど，同様の障害を生じていること（前記認定事実）からすると，本
件後遺障害が右眼と左眼とで異なる機序によって引き起こされたと考えるのは，む
しろ困難というべきであって，本件後遺障害は，両眼球ともに同一の機序に基づい
て引き起こされたものと推認するのが相当である（鑑定人Ｇ，同Ｊ）。
　　　　（イ）　そこで，本件後遺障害が両眼ともに同一の機序に基づいて引き起
こされたものであることを前提に，本件後遺障害を引き起こし得る機序としてどの
ようなものが考えられるかを検討する。
　　　　　　　ａ　本件手術後，原告には，右眼，左眼ともに視神経乳頭の蒼白が
認められている（右眼はその程度がより強い。）（前記認定事実）ところ，視神経
乳頭が蒼白となるのは，視神経が萎縮を起こしていることの現れである（証人Ｃ，
鑑定人Ｇ）ことからすると，本件後遺障害（視力障害）は，直接的には，視神経の
萎縮にその原因があるものと思われる（鑑定人Ｇ，同Ｊ，同Ｌ）（なお，視力障害
を生じさせる原因としては，一般に，手術手技による視神経の損傷なども考えられ
る（鑑定人Ｊ）が，本件手術においては，手術手技によって視神経が損傷されるな
どしたことを窺わせる事情は見当たらない（鑑定人Ｊ，同Ｋ）。）。
　　　　　　　ｂ　そして，５月１９日には，原告の右眼の眼底所見として，チェ
リー・レッド・スポットが認められている（前記認定事実）ところ，チェリー・レ
ッド・スポットは，網膜中心動脈の閉塞が生じた場合に，脈絡膜の循環を受ける黄
斑部のみが赤色（チェリー・レッド）を示し，網膜中心動脈の灌流領域である網膜
が虚血のために浮腫を生じて白色となることによって現れるものである（鑑定人
Ｌ，同Ｋ）ことからすると，本件手術後，原告の右眼には網膜中心動脈の閉塞が生
じていたものと認められる（証人Ｃ，鑑定人Ｊ，同Ｌ，同Ｋ）。
　　　　　　　　　また，同日，原告の左眼の眼底所見として，黄斑部から強膜に
かけての腫脹の発生が認められている（前記認定事実）ところ，これはチェリー・
レッド・スポットの出現には至らない程度の網膜中心動脈の閉塞によるものと考え
られる（鑑定人Ｌ）ことからすると，本件手術後，原告の左眼にも網膜中心動脈の
閉塞が生じていたものと推認される（鑑定人Ｇ，同Ｊ，同Ｌ，同Ｋ）。
　　　　　　　　　網膜中心動脈が閉塞した場合，血流障害によって視神経が萎縮
を起こし得る（証人Ｃ，鑑定人Ｌ）ことからすると，原告に生じた視神経の萎縮
は，網膜中心動脈の閉塞によって引き起こされたものと推認するのが相当である
（鑑定人Ｌ）。
　　　　　　　ｃ　もっとも，本件手術直後の原告には，両眼についての眼球運動
障害や，右眼についての眼瞼下垂，瞳孔の固定が認められている（前記認定事実）
ところ，これらの症状は，動眼神経や滑車神経，外転神経の麻痺によって引き起こ



されるものである（証人Ｃ，鑑定人Ｇ，同Ｌ，同Ｋ）ことからすると，原告につい
ては，単に網膜中心動脈の閉塞や，それに伴う視神経の萎縮が生じていたのみなら
ず，動眼神経や滑車神経，外転神経にも障害が生じていたものと考えざるを得ない
（鑑定人Ｇ，同Ｌ，同Ｋ）。
　　　　　　　ｄ　そこで，網膜中心動脈の閉塞のみならず，動眼神経，滑車神
経，外転神経の障害をも引き起こし得る機序としてどのようなものが考えられるか
を検討すると，動眼神経，滑車神経，外転神経が通過する眼窩先端部に浮腫が生じ
て，そのためにこれらの神経に障害が生じた可能性が高いといえる（鑑定人Ｇ，同
Ｊ，同Ｌ，同Ｋ）。
　　　　　　　　　そして，眼窩先端部に浮腫を生じた原因については，上眼静脈
あるいはそのさらに奥の海綿静脈洞といった静脈系の灌流障害であった可能性が高
いといえる（鑑定人Ｇ，同Ｊ，同Ｌ，同Ｋ）（なお，眼窩先端部に浮腫を生じさせ
る原因としては，一般に，炎症なども考えられないことはない（乙Ｂ２，鑑定人
Ｌ）が，原告については，炎症性の肉芽のある占拠性病変が存在したのは左篩骨洞
から左眼窩内壁にかけてであり（前記認定事実），これによる炎症が右眼にまで及
んだとは想定し難く（鑑定人Ｌ），また，そのようなことを窺わせる証拠もな
い。）。
　　　　　　　　　すなわち，静脈系の灌流に障害が生じると，動脈から流れてき
た血液が静脈側に流れていくことができなくなり，眼窩内に浮腫が生じる（鑑定人
Ｊ，同Ｌ，同Ｋ）が，この浮腫が，動眼神経，滑車神経，外転神経を圧迫したり，
これらの神経に対する血流を障害したりすると，これらの神経にも障害が生じ得る
ことになると考えられるし（鑑定人Ｊ，同Ｌ，同Ｋ），また，この浮腫が網膜中心
動脈を圧迫したり，あるいは静脈系の灌流障害に伴って血流が停滞したりすれば，
網膜中心動脈の閉塞も生じ得ることになると考えられる（鑑定人Ｇ，同Ｊ，同Ｌ，
同Ｋ）のである。
　　　　　　　　　したがって，本件後遺障害は，上眼静脈あるいは海綿静脈洞と
いった静脈系の灌流障害によって引き起こされた可能性が高いと考えるのが相当と
いえる（鑑定人Ｇ，同Ｊ，同Ｌ，同Ｋ）。
　　　　　　　ｅ　そうすると，眼球を圧迫することによって静脈系に灌流障害が
生じうるのかどうかが問題となるので，これについて検討すると，静脈の血流がせ
き止められるだけの圧力が眼球に加えられれば，静脈系の灌流障害は生じ得るもの
と考えられる（鑑定人Ｊ）から，眼球への圧迫によって原告の静脈系に灌流障害が
生じることも，可能性としては否定できないというべきである（鑑定人Ｊ）。
　　　　　　　　　ただ，原告には，糖尿病や高血圧といった疾患が認められてい
た（前記認定事実）ところ，糖尿病や高血圧を合併している場合には，様々な循環
障害を生じ得ると考えられ（鑑定人Ｌ，同Ｋ），また，全身麻酔における開頭手術
の予後にも悪影響が生じ得ると考えられる（鑑定人Ｇ，同Ｊ）から，糖尿病や高血
圧といった疾患が原告の静脈系の灌流障害を引き起こす原因となった可能性につい
ても，これを否定することは難しいというべきである（鑑定人Ｇ，同Ｌ，同Ｋ）。
　　　　（ウ）　よって，本件後遺障害を引き起こし得る機序として，眼球の圧迫
による可能性を否定することはできないが，他方，糖尿病や高血圧といった疾患に
よる可能性もまた否定することはできないというべきである。
　　　ウ　原告に対する眼球圧迫の有無について
　　　　　上記のとおり，本件後遺障害を引き起こし得る機序として，眼球の圧迫
による可能性を否定することができないところ，実際に，本件手術において，翻転
された頭皮弁によって，原告の静脈系に灌流障害を生じさせるだけの眼球圧迫がさ
れたと認められるかどうかを検討する。
　　　　（ア）　本件手術において，原告の頭皮は，切開部から眼窩上縁まで剥離
されて，釣針様の器具によって顔上に向けて翻転されていたところ，この釣針様の
器具は，弾力性のあるゴムによって，術野周囲を覆う清潔覆布に固定され（前記認
定事実），さらに，この清潔覆布は，手術台の上方（仰臥している原告の胸部の真
上辺り）に設置された棒状の器具にかけられていた（乙Ａ２・８３頁，８４頁，鑑
定人Ｇ，同Ｊ）。
　　　　　　　　このことからすると，原告の頭皮弁は，手術台の上方に設置され
た棒状の器具に向けてかけられていた清潔覆布に沿って牽引されていたものと認め
られ（鑑定人Ｇ，同Ｊ），原告の頭皮弁が眼球の上に覆い被さるようなことはなか
ったものと考えるのが相当である（鑑定人Ｇ）。
　　　　（イ）　もっとも，原告の頭皮弁が，上記棒状の器具に向けて上方にかけ



られていた清潔覆布に沿って牽引されていたとしても，頭皮が厚かったり，あるい
は，清潔覆布が二重に折り返される部分が眼球に当たるなどしていた場合には，あ
る程度の圧迫が眼球に及ぶことも考えられなくはない（乙Ｂ２，鑑定人Ｊ）。
　　　　　　　　しかし，例えば，上眼静脈の血流をせき止めるには，２０ｍｍＨ
ｇから３０ｍｍＨｇ程度の圧力が必要と考えられる（鑑定人Ｊ）ところ，７６０ｍ
ｍＨｇと１．０３３２ｋｇｆ／ｃｍ２　が等値である（鑑定人Ｊ）ことからする
と，１ｍｍＨｇと１．３５９５ｇｆ／ｃｍ２　が等値となる（ちなみに，水銀の比
重は１３．５９４７ｇ／ｃｍ３　となる。）から，２０ｍｍＨｇから３０ｍｍＨｇ
程度の圧力は，２７．１９０ｇｆ／ｃｍ２　から４０．７８５ｇｆ／ｃｍ２　と等
値となり，仮に眼窩前面の面積を５ｃｍ四方と見積もったとしても（圧力は単位面
積当たりに働く力であるから，上眼静脈をせき止めるのに必要な圧力の値に眼窩前
面の面積の値を乗じることによって，上眼静脈をせき止めるのに必要な力の値を算
出できるが，本件では，眼窩前面の面積を明示する証拠が存在しないので，これが
５ｃｍ四方であると仮定した場合の試算を示すにとどめる。），６７９．７５ｇｆ
から１０１９．６ｇｆ程度の力を加えないと上眼静脈をせき止めることができない
と考えられるのであって，頭皮が厚かったり，あるいは，清潔覆布が二重に折り返
される部分が眼球に当たるなどしていた場合であっても，これだけの力
が眼球に及ぶ事態は，極めてまれなことと思われる。
　　　　（ウ）　また，本件手術における頭皮の切開の仕方が不適切であったため
に翻転された頭皮弁によって眼球が圧迫された可能性の有無も問題となる（乙Ｂ
２）が，頭皮弁による眼球の圧迫の有無，程度は，主として頭皮弁の牽引の角度や
力によって左右される（証人Ｇ）ことからすると，本件手術における頭皮の切開の
仕方が眼球の圧迫に何らかの影響を与えたと認めることはできない（証人Ｇ，同
Ｊ）。
　　　　（エ）　加えて，眼球が強く圧迫される場合，通常であれば，徐脈が現れ
る（鑑定人Ｊ）ところ，原告には，本件手術中に特に徐脈は認められておらず（鑑
定人Ｊ），その他，本件手術中に，原告の静脈系に灌流障害を生じさせるだけの眼
球圧迫がされたことを窺わせる事情は見当たらない（鑑定人Ｇ，同Ｌ，同Ｋ）。
　　　　（オ）　よって，本件手術において，翻転された頭皮弁によって，原告の
静脈系に灌流障害を生じさせるだけの眼球圧迫がされた可能性は，否定はできない
ものの，極めて低いといわざるを得ない。
　　　エ　小括
　　　　　以上によれば，本件後遺障害を引き起こし得る機序として，眼球の圧迫
による可能性を否定することはできず，また，本件手術において，翻転された頭皮
弁によって，原告の静脈系に灌流障害を生じさせるだけの眼球圧迫がされた可能性
も否定することはできないが，いずれについても可能性の域を出るものではなく
（しかも，その可能性は極めて低い。），本件後遺障害の原因が翻転された頭皮弁
による眼球の圧迫にあると認めることは困難というべきである。
　　（３）　被告病院の担当医師らの注意義務違反の有無について
　　　　　　したがって，原告の請求は，その余の点について判断するまでもなく
理由がないが，仮に本件後遺障害が翻転された頭皮弁による眼球圧迫によって引き
起こされたとしても，被告病院の担当医師らが翻転した頭皮弁で眼球を圧迫しない
ように注意すべきであったにもかかわらずこれを怠ったといえるかどうかについて
は争いがあるので，この点についても判断を示すこととする。
　　　ア　本件手術のような仰臥位での開頭手術においては，眼窩周囲に器具等が
当たらないように，頭部が三点で固定される（鑑定人Ｇ）ところ，本件手術におい
ても，原告の頭部は三点で固定されていた（前記認定事実）。
　　　イ　そして，仰臥位での開頭手術の最中に眼球への圧迫の有無，程度を確認
するには，眼球を触診するほかない（鑑定人Ｇ，同Ｊ，同Ｋ）ところ，そもそも仰
臥位での開頭手術において眼球の圧迫によって視力障害が引き起こされる事態は極
めてまれである（鑑定人Ｇ，同Ｊ）上，翻転された頭皮弁の裏側に手を挿入するこ
と自体が困難であり（鑑定人Ｊ），術者が触診をした場合には感染症を引き起こす
おそれがあるし（鑑定人Ｇ，同Ｊ，同Ｋ），また，麻酔医が触診をしたとしても眼
球の圧迫の有無，程度を診断できるとは限らない（鑑定人Ｋ）ことなどから，眼球
の触診をしてまで眼球への圧迫の有無や程度を確認することはされていないのが通
常である（鑑定人Ｇ，同Ｊ）と認められる。
　　　ウ　なお，文献「頭蓋内動脈瘤手術後の，突発性の片目失明」（甲Ｂ３）に
よれば，開頭手術において，眼球を保護するためのアイシールドと呼ばれる器具の



使用が推奨されているようにも思われるが，同文献は韓国における症例報告であ
り，わが国においては，一般的にアイシールドと呼ばれる器具は用いられていない
ようであり（鑑定人Ｇ，同Ｊ，同Ｌ，同Ｋ），また，アイシールドが眼瞼の壊死な
どの障害を引き起こす可能性もないとはいえない（鑑定人Ｊ）ことからすると，本
件手術において，アイシールドと呼ばれる器具を用いる必要があったとは認められ
ない。
　　　エ　以上によれば，本件手術では，翻転された頭皮弁による眼球の圧迫を防
止するための処置として，原告の頭部を三点で固定すること以上に何らかの方策が
要求されていたとはいえず，頭皮弁の翻転の手技自体について特に不適切な点があ
ったと認めるに足りる証拠もないことからすれば，仮に本件後遺障害が翻転された
頭皮弁による眼球圧迫によって引き起こされたのだとしても，被告病院の担当医師
らに，翻転した頭皮弁で眼球を圧迫しないように注意すべきであったにもかかわら
ずこれを怠った過失があったとは認められない。
　２　結論
　　　よって，その余の点について判断するまでもなく，原告の請求は理由がない
から，これを棄却することとし，主文のとおり判決する。

　　　　　　　　　東京地方裁判所民事第３０部

　　　　　　　　　　　　　　裁判長裁判官    佐　藤　陽　一

　　　　　　　　　　　　　　　　　裁判官    角　田　ゆ　み

　　　　　　　　　　　　　　　　　裁判官    川　嶋　知　正


